
一宮市告示第 号

測量標の設置に関する告示

 別紙のとおり、永久標識を国土地理院の長の審査を受け設置した

ので、測量法（昭和 24年 法律 188号）第 39条において準用する

第 21条第 1項の規定により告示する。

 年 月 日

             一宮市長  中野 正康

81

令和8 2 18



　　　　　別　紙

設　置

都道 年月日

府県

4番1 市道 公衆用 令和 愛知県一宮市本町２丁目５番６号

地先 0133 道　路 7.8.18 一宮市　　代表者　一宮市長
金属標 4016A-1

地目 種類 番号

2 1 － 愛知県 一宮市 新生 2丁目

大字 字 番地 俗称

測 量 標 設 置 位 置 通 知 書

基　　準　　点 所　　　　　　　　　　在　　　　　　　　　　地 標　　　　　識

所管庁又は所有者

等級 番号 名称 市郡 町村


